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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の基
本的方針のもとに安全設計を行う。

新：本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の基
本的方針の基に安全設計を行う。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-3

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-17

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源
受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部への
ラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適
用等により，影響を受けない設計としている。

新：安全保護系の計測制御回路は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤
へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信
号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド
付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-15

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-18

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）について
は，～寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに小樽特別地域
気象観測所で観測された過去の記録をもとに設定する。

新：発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）について
は，～寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに小樽特別地域
気象観測所で観測された過去の記録を基に設定する。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-16

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-25

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備
内に取り込む機器，外気を取り込む空調設備及び屋外設置機器に分類し，影
響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。

新：森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備
内に取り込む機器，外気を取り込む換気空調設備及び屋外設置機器に分類
し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を
損なわない設計とする。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-23

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-25

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：自然現象の組合せについては，発電所敷地で想定される自然現象（地
震，津波を除く。）として抽出された12事象をもとに，被害が考えられない
洪水及び津波に包含される高潮を除いた10事象に地震及び津波を加えた12事
象を網羅的に検討する。

新：自然現象の組合せについては，発電所敷地で想定される自然現象（地
震，津波を除く。）として抽出された12事象を基に，被害が考えられない洪
水及び津波に包含される高潮を除いた10事象に地震及び津波を加えた12事象
を網羅的に検討する。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-24

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-29

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：外気を取り込む空調設備及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，
必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわない設計とす
る。

新：外気を取り込む換気空調設備及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行
い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわない設計と
する。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-27

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-29

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源
受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部への
ラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適
用等により，影響を受けない設計としている。

新：安全保護系の計測制御回路は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤
へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信
号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド
付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-29

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-36，37

第2.2.2表と第2.2.3表の要素と月の記載箇所に斜線を追記した。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-33，34

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-38，39

第2.2.4表と第2.2.5表の順位と月の記載箇所に斜線を追記した。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-35，36

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0） 6条(外事)-54

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：発電所周辺の鉄道，主要道路を第6.4.1図に示す。また,発電所周辺の主
要航路を第6.4.2図に，航空路等を第6.4.3図に示す。

新：発電所周辺の鉄道及び主要道路を第6.4.1図に示す。また,発電所周辺の
海上交通を第6.4.2図に，発電所周辺の航空路を第6.4.3図に示す。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-52

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-55

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第6.4.1図　発電所周辺の鉄道及び主要道路図

新：第6.4.1図　発電所周辺の鉄道及び主要道路

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-53

同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0） 6条(外事)-56

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第6.4.2図　発電所周辺の主要航路図（北海道沿岸水路誌　2019年３月
刊行に加筆）

新：第6.4.2図　発電所周辺の海上交通（北海道沿岸水路誌　2019年３月刊
行に加筆）

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-53

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-57

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第6.4.3図　発電所周辺の航空路等図

新：第6.4.3図　発電所周辺の航空路

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-54

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-57

「第6.4.3図　発電所周辺の航空路」の航空路Y112をY139 へ記載を修正し，
最新化を行った。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-54

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-58

以下の記載を修正し，最新化を行った。（下線部参照）
旧：(11) 「AIP-JAPAN」　国土交通省航空局，平成28年３月

新：(11) 「AIP-JAPAN」　国土交通省航空局，令和５年３月

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-55

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0） 6条(外事)-別添　目次（補足資料）

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：3. 安全保護回路の制御盤の主な電磁波等，外部からの外乱
　　　（サージ）・ノイズ対策について

新：3. 安全保護系の計測制御回路を構成する制御盤の主な電磁波等，
　　　 外部からの外乱（サージ）・ノイズ対策について

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-2

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-20

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：設計基準を設定するに当たっては，泊発電所の立地地域である泊村に対
する設定値が定められている規格・基準類による設定値及び泊発電所の最寄
りの気象官署である寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに
小樽特別地域気象観測所で観測された過去の記録をもとに設定する。

新：設計基準を設定するに当たっては，泊発電所の立地地域である泊村に対
する設定値が定められている規格・基準類による設定値及び泊発電所の最寄
りの気象官署である寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに
小樽特別地域気象観測所で観測された過去の記録を基に設定する。

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-26

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-30

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備
内に取り込む機器，外気を取り込む空調設備及び屋外設置機器に分類し，影
響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。

新：森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備
内に取り込む機器，外気を取り込む換気空調設備及び屋外設置機器に分類
し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を
損なわない設計とする。

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-44

同上

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-32

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：泊発電所の敷地及び敷地周辺の状況をもとに，設計基準において想定さ
れる人為事象については，「1. 設計上考慮する外部事象の抽出」により選
定しており，選定した事象に対する設計方針を以下に記載する。

新：泊発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に，設計基準において想定され
る人為事象については，「1. 設計上考慮する外部事象の抽出」により選定
しており，選定した事象に対する設計方針を以下に記載する。

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-45

同上

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-34

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：外気を取り込む空調設備及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，
必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわない設計とす
る。

新：外気を取り込む換気空調設備及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行
い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわない設計と
する。

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-47

同上
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41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-41

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線する電源
受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部への
ラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適
用等により，影響を受けない設計としている。
なお，評価結果の詳細は「補足資料3．計測制御盤の主な電磁波等，外部か
らの外乱(サージ)・ノイズ対策について」のとおり。

新：安全保護系の計測制御回路は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤
へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信
号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド
付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。
なお，評価結果の詳細は「補足資料3．安全保護系の計測制御回路を構成す
る制御盤の主な電磁波等，外部からの外乱(サージ)・ノイズ対策について」
のとおり。

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-52

同上

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-
57，60，63，66，68，70，72，73，75，

77，78，80，81，82，83，86，87

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：外気取入ダンパの閉止，又は空調設備停止や閉回路循環運転により，

新：外気取入ダンパの閉止，又は換気空調設備停止や閉回路循環運転によ
り，

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-
67，69，73，75，78，80，82，84，86，

88，90，91，92，93，94，97，98

同上

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0） 6条(外事)-別添-補足3-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全保護回路の制御盤の主な電磁波等，外部からの外乱（サージ）・ノ
イズ対策について

新：安全保護系の計測制御回路を構成する制御盤の主な電磁波等，外部から
の外乱（サージ）・ノイズ対策について

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足3-1

同上
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47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足3-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：1．概要
  電磁的障害には，サージ・ノイズや電磁波の侵入があり，これらは低電圧
の計測制御回路に対して影響を及ぼすおそれがあるため，計測制御回路を構
成する安全保護回路の制御盤及びケーブルは，ラインフィルタや絶縁回路の
設置によりサージ・ノイズの侵入を防止するとともに，鋼製筐体や金属シー
ルド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止している。

新：1．概要
  電磁的障害には，サージ・ノイズや電磁波の侵入があり，これらは低電圧
の安全保護系の計測制御回路に対して影響を及ぼすおそれがあるため，安全
保護系の計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは，ラインフィルタや
絶縁回路の設置によりサージ・ノイズの侵入を防止するとともに，鋼製筐体
や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止している。

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足3-1

同上

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足3-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：2．サージ・ノイズ，電磁波に対する具体策
  計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは原則として以下の設計とし
ている。

新：2．サージ・ノイズ，電磁波に対する具体策
  安全保護系の計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは原則として以
下の設計としている。

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足3-1

同上

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足3-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：3．電磁波等の発生源に対する対策
  電源ケーブルは信号ケーブルとは別のトレイ・ダクトに敷設し，信号ケー
ブルはシールド付ケーブルを使用して接地することで計測制御回路への電磁
的影響を防止している。

新：3．電磁波等の発生源に対する対策
  電源ケーブルは信号ケーブルとは別のトレイ・ダクトに敷設し，信号ケー
ブルはシールド付ケーブルを使用して接地することで安全保護系の計測制御
回路への電磁的影響を防止している。
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52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足3-2

同上

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足5-5

第１表自然現象に対する安全施設の影響評価（泊発電所）（４／４）のうち
放射線管理設備の落雷影響の確認結果の記載を以下の通り修正した。（下線
部参照）
旧：代（衛星系等）
新：代（可搬型モニタリングポスト）

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足5-6

同上

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足14-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：（1） 建屋及び内包される外部事象防護対象施設
 また，電磁的障害として，サージ・ノイズ及び電磁波の侵入があり，これ
らは低電圧の計測制御回路に対して影響を及ぼすおそれがある。
 このため，計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは，鋼製筐体及び
金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としてい
る。

新：（1） 建屋及び内包される外部事象防護対象施設
 また，電磁的障害として，サージ・ノイズ及び電磁波の侵入があり，これ
らは低電圧の安全保護系の計測制御回路に対して影響を及ぼすおそれがあ
る。
 このため，安全保護系の計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは，
鋼製筐体及び金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する
設計としている。

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足14-3

同上

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足16-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第１図　泊発電所周辺の石油コンビナート等特別防災区域の位置

新：第１図　コンビナート施設の位置

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足16-2

同上
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59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0）

6条(外事)-別添-補足16-4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第２図　発電所周辺の鉄道及び主要道路図

新：第２図　泊発電所周辺の幹線道路，鉄道路線

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足16-3

同上

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.16.0） 6条(外事)-別添-補足16-5

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第３図　発電所周辺の主要航路図（北海道沿岸水路誌　2019年３月刊行
に加筆）

新：第３図　泊発電所周辺の主要航路（北海道沿岸水路誌　2019年３月刊行
に加筆）

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足16-3

同上

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.15.0）

6(外事)-別添-補足16-2，3
第１図，第２図及び第３図の緑枠（記載表現の相違）を赤枠（設計方針の相
違）に修正した。
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0） 6条(竜巻)-23

6条(竜巻)-別添1-80
6条(竜巻)-別添1-添付3.15-40

他条文に飛ばす記載について，以下のとおり適正化しました。（下線部追
加）

（旧）
・・・外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とすることを
「1.10 外部火災防護に関する基本方針」に記載する。
（新）
・・・外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とすることを
「1.8.10 外部火災防護に関する基本方針」に記載する。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-50
6竜巻-別添1-159

6竜巻-別添1-添付3.15-70

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.1-4

第43条（重大事故等対処設備）「共－７　重大事故等対処設備の外部事象に
対する防護方針について」と整合し，「第１表 竜巻に対する重大事故等対
処設備の影響評価」における，第44条の重大事故等対処設備として，「非常
用取水設備」を追加し記載を適正化しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.1-4

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.1-4,5

第43条（重大事故等対処設備）「共－７　重大事故等対処設備の外部事象に
対する防護方針について」と整合し，「第１表 竜巻に対する重大事故等対
処設備の影響評価」における「重大事故等対処設備」欄の記載について，以
下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）蒸気発生器２次側からの除熱（タービン動補助給水ポンプの手動起
動）
（新）蒸気発生器２次側からの除熱（タービン動補助給水ポンプの機能回
復）

（旧）蒸気発生器２次側からの除熱（電動補助給水ポンプへの給電）
（新）蒸気発生器２次側からの除熱（電動補助給水ポンプの機能回復）

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.1-4,5

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.2-31

「第1表　耐震Sクラス設備における評価対象施設の抽出結果（2/2）」にお
ける「h. 津波防護機能を有する設備及び浸水防止機能を有する設備」の主
要設備の記載について，以下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）
・浸水防止設備（水密扉，貫通部止水蓋，ドレンライン逆止弁，浸水防止
蓋，貫通部止水処置）
（新）
・浸水防止設備（３号炉原子炉補機冷却海水放水路逆流防止設備，屋外排水
路逆流防止設備，水密扉，ドレンライン逆止弁，浸水防止蓋，貫通部止水処
置）

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.2-33

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.2-31

「第1表　耐震Sクラス設備における評価対象施設の抽出結果（2/2）」にお
ける「i. 敷地における津波監視機能を有する施設」の直接支持構造物の記
載について，以下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）
「構築物，系統又は機器」欄
・機器，電気計装設備等の支持構造物

「安全重要度クラス１or２or３（※1）」欄
○

（新）
「構築物，系統又は機器」欄
・機器等の支持構造物
・電気計装設備の支持構造物

「安全重要度クラス１or２or３（※1）」欄
該当しない
○

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.2-33

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.3-7,9

「第3.1図 波及的影響を及ぼし得る可能性のある施設配置図（調査エリ
ア）」及び「第3.3図 波及的影響を及ぼし得る可能性のある施設配置図（エ
リア２）」について，「No.39 Hダクト排気塔（タービン建屋南）」の設置
場所を追加し記載を適正化しました。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.3-13,15

同上
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13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.11.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.3-14

「第3.3表 現地調査結果における波及的影響を及ぼし得る施設の抽出結果
(3/3)」の記載について，以下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）
Fダクト給気塔（タービン建屋南）
Fダクト排気塔（タービン建屋南）
（新）
Hダクト給気塔（タービン建屋南）
Hダクト排気塔（タービン建屋南）

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.10.0）

6竜巻-別添1-添付1.3-20

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-20,38

記載の適正化
（旧）もとに
（新）基に

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-42

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-23,25
6条（外火）-別添1-添付6-41
6条（外火）-別添1-添付8-3,4

名称の適正化
（旧）換気空調装置
（新）空調装置

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-29,32
6外火-別1-添付6-48
6外火-別1-添付8-3,4

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-25
6条（外火）-別添1-添付8-4,8,11,

15～17,19,22

名称の適正化
（旧）中央制御室換気空調装置
（新）中央制御室空調装置

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

比較結果等をとりまとめた資料-6
6外火-31,32

6外火-別1-添付8-3,7,10,14～16,
18,20

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-33
6条（外火）-別添1-添付1-4,5
6条（外火）-別添1-添付8-1

名称の適正化
（旧）主蒸気逃し弁
（新）主蒸気逃がし弁

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-37
6外火-別1-添付1-4,5
6外火-別1-添付8-1

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
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9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-39,40
6条（外火）-別添1-30

6条（外火）-別添1-添付8-3

名称の適正化
（旧）空調設備
（新）換気空調設備

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-43,45
6外火-別1-31

6外火-別1-添付8-3

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-44

図タイトルの適正化
（旧）石油コンビナート等特別防災区域の位置
（新）発電所周辺の石油コンビナート施設の位置

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-49

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-30

名称の適正化
（旧）～又は換気空調装置停止や～
（新）～又は換気空調設備停止や～

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-31

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-32,35
6条（外火）-別添1-添付8-6,8,10

図中の凡例の適正化
（旧）フィルター
（新）フィルタ

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-33,35
6外火-別1-添付8-6,7,9

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-35
6条（外火）-別添1-添付8-8

図中の凡例の適正化
（旧）チャコールフィルター
（新）よう素フィルタ
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18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-35
6外火-別1-添付8-7

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-35

名称の適正化
（旧）中央制御室換気空調運転モード（通常時・閉回路循環）
（新）中央制御室空調装置運転モード（通常時・閉回路循環）

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-35

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-添付5-2

図タイトルの適正化
（旧）発電所周辺の主要航路
（新）泊発電所周辺の主要航路

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-添付5-2

同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添1-添付6-45
6条（外火）-別添1-添付8-2

名称の適正化
（旧）換気空調系
（新）換気空調設備

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別1-添付6-53
6外火-別1-添付8-1

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.14.0）

6条（外火）-別添2-1,3

名称の適正化
（旧）換気空調装置
（新）換気空調設備

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.14.0）

6外火-別2-1,3

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0）

6条(火山)-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：（ⅰ）本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以
下の基本的方針のもとに安全設計を行う。
新：（ⅰ）本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以
下の基本的方針の基に安全設計を行う。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-3

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0）

6条(火山)-11
6条(火山)-別添1-補足2-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：計装制御系
新：計測制御系

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-12
6(火山)-別添1-補足2-1

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0）

6条(火山)-23

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）について
は，～寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに小樽特別地域
気象観測所で観測された過去の記録をもとに設定する。
新：発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）について
は，～寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに小樽特別地域
気象観測所で観測された過去の記録を基に設定する。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-28

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0） 6条(火山)-別添1-30

「第4.3.4図 中央制御室空調装置及び安全補機開閉器室空調装置の系統概要
図」の「中央制御室空調装置の系統概要図」のうち，以下の記載を修正し
た。（下線部参照）
旧：酸素濃度計
新：酸素濃度計・二酸化炭素濃度計

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-別添1-33

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0）

6条(火山)-別添1-30

「第4.3.4図 中央制御室空調装置及び安全補機開閉器室空調装置の系統概要
図」の凡例のうち，以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：チャコールフィルター，微粒子フィルター，粗フィルター
新：よう素フィルタ，微粒子フィルタ，粗フィルタ

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-別添1-33

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0） 6条(火山)-別添1-個別5-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：他の空調設備と同様，外気取入口には，ガラリフードが取り付けられて
おり，
新：他の空調装置と同様，外気取入口には，ガラリフードが取り付けられて
おり，

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-別添1-個別5-3

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.13.0）

6条(火山)-別添1-補足6-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：ディーゼル機関
新：ディーゼル発電機機関

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.13.0）

6(火山)-別添1-補足6-1

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V ）

6条(火山)-別添1-補足6-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：吸気系統概要図
新：吸気系　系統概要図

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 ）

6(火山)-別添1-補足6-1

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.13.0） 8条-35

8条-別添1-資料1-53

以下のとおり，誤記修正を行いました。
（旧）移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規
則」第八十三条第五号に基づき，
（新）移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規
則」第八十三条第三号に基づき，

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.12.0）

8条-本-55
8条-別1-資1-95

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.13.0）

8条-7,8,10,24,25,26,29,52,55,56
8条-別添1-資料1-36,38,40,44,74

8条-別添1-資料5-3,6,7,16
8条-別添1-資料6-9

8条-別添1-資料8-12,25

火災防護審査基準の記載表現に合わせ，火災感知器設置に関する記載につき
まして，以下のとおり修正を行いました。
（旧）異なる種類
（新）異なる感知方式

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.12.0）

8-とりまとめた資料-3,6
8条-本-

7,9,10,29,31,32,33,42,83,87,88,89,90
8条-別1-資1-58,62,63,64,69,75,125

8条-別1-資5-6,9,16,18,32
8条-別1-資5-添1-2
8条-別1-資5-添2-2
8条-別1-資6-28

8条-別1-資8-22,53

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.13.0）

8条-別添1-資料6-添付2-1

泊３号炉のハロゲン化物消火設備作動ロジックについては大飯と同様，煙＋
煙，煙＋熱，熱＋熱で作動することから，以下のとおり，大飯の記載に合わ
せ修正しました。
第１表：全域ガス消火設備（ハロゲン化物消火設備）の仕様の概要
（旧）火災感知器（異なる種類の感知器のAND信号）
（新）火災感知器（感知器２系統のAND信号）

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.12.0）

8条-別1-資6-添2-1
同上

第8条 火災による損傷の防止
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0）

9条‐10

以下のとおり改行を追加した。
・1.7.3.3 地震起因による溢水 は，(1) 発電所内に設置された機器の破損
による漏水の項と，(2) 使用済燃料ピットのスロッシングによる溢水の項の
後に，水密区画にかかわる方針（溢水源としない）等を記載する章立てとし
ている。
・これまで，(2)と水密区画の記載が連続して記載されており，水密区画に
かかわる記載が(2)と関連するようにも読めたため，水密区画の記載の前に
改行を設け，章立てを明確にしている。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0） 9条-別添1-12

以下のとおり，誤記修正した。
誤：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能としてとしては，左記機器は静的機器
又は原子炉格納容器内機器であるため，溢水による影響を受けない
正：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能としては，左記機器は静的機器又は原
子炉格納容器内機器であるため，溢水による影響を受けない

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0） 9-別添1-18

同上

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0）

9条-別添1-44，48，49
9条-別添1-補足32-2
9条-別添1-補足-

以下のとおり誤記修正した。
誤）使用済燃料ピットＡ⇒Ａ－使用済燃料ピット
　　使用済燃料ピットＢ⇒Ｂ－使用済燃料ピット

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0）

9-別添1-78，82，83
9-別添1-補足32-2
9-別添1-補足-

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0）

9条-別添1-63
9条-別添1-補足36-1
9条-別添1-補足36-12

表中の屋外タンク容量に誤記があったため，以下のとおり訂正した。

No.1～6のタンク容量（公称値）：誤）1,600m3⇒　正）1,500m3

なお，評価に用いる容量に変更は無いことから評価結果に影響はない。

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0）

9-別添1-105
9-別添1-補足36-3
9-別添1-補足36-22

同上

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0） 9条-別添1-添付6-15

以下のとおり，誤記修正した。
誤：Ｃループ高温側サンプリングラインC/V内側隔離弁
正：Ｃループ高温側サンプリングラインC/V外側隔離弁

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0） 9条-別添1-添6-21

同上

第9条 溢水による損傷の防止等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0） 9条-別添1-添付16-3

「表8 原子炉補助建屋　系統別溢水量（地震起因）」における系統保有水量

（m3）について以下のとおり，誤記修正した。

誤：化学体積制御系 0.3m3，液体廃棄物処理系 2.5m3

正：化学体積制御系 0.8m3，液体廃棄物処理系 1.4m3

正値で評価しているため，評価結果への影響はない。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0） 9-別添1-添16-11

同上

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.16.0） 9条-別添1-補足12-21

以下のとおり，誤記修正した。
誤：⑤(b)が0分，⑤(c)が0分，合計が97分
正：⑤(b)が5分，⑤(c)が5分，合計が44分
評価では80分で溢水量を算出しているため，評価への影響はない。

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.14.0）

9-別添1-補12-32

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.13.0）

12条-9,37,72
12条-別紙1-2-93,95,96,97

12条-別紙1-12-1,2,3,5,7,9,19,23,33,34
12条-別紙1-14-9,10,13

以下のとおり修正する（下線部参照）
旧：…エネルギ…
新：…エネルギー…

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.12.0）

12-19,61,108
12-別紙1-2-100,101,102,103

12-別紙1-12-1,2,3,5,7,9,18,24,25,26,36,38
12-別紙1-14-13,16,21

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.13.0）

12条-18

以下のとおり修正する（下線部参照）
旧:8. 放射線防護設備及び放射線管理設備
新:8. 放射線管理施設

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.12.0）

12-37

同上

第12条 安全施設
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-9

相違理由欄に，他のページと同様，有毒ガス防護に係る影響評価における評
価条件に関する記載を追記した。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0） 26-13

相違理由欄の最上部の大飯との相違理由の文字色を緑色から黒色に適正化し
た。（大飯欄に緑色対象の構文がなく，本来黒色で記載すべきであったた
め）

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-13

相違理由欄に大飯との相違理由を追記した。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-13

大飯欄の「重大事故等対処設備（居住性の確保）として、～」の構文の段ず
れを修正し，構文の一部緑字を黒字に適正化した。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-14

相違理由欄の上から２つ目の大飯との相違理由の段ずれを修正した。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-14

相違理由欄に大飯との相違理由を追記した。

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-15

相違理由欄の中断の大飯理由の段ずれを修正した。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-10

59条との整合のため，以下の記載を追加
交流動力電源及び直流電源が健全である場合に，アニュラス空気浄化ファン
は，非常用交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，系統構成に必
要な空気作動弁及び空気作動ダンパは，所内常設蓄電式直流電源設備からの
給電が可能な設計とする。

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-16

・同上
・59条と同様に大飯の再掲範囲を見直すともに相違理由を追記した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-11

記載の適正化
（旧）中央制御室非常用循環ファン，中央制御室非常用循環フィルタユニッ
トについては
（新）中央制御室非常用循環ファン及び中央制御室非常用循環フィルタユ
ニットについては

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-17

同上

第26条 原子炉制御室等

1/2 23



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-11

アニュラス空気浄化設備についてはボンベを書き分けたが，飛ばし記載への
反映が不足していたため適正化した。
（旧）アニュラス空気浄化設備については，「リ．(4)(ⅱ) アニュラス空気
浄化設備」に記載する。
（新）アニュラス空気浄化ファン及びアニュラス空気浄化フィルタユニット
については，「リ．(4)(ⅱ) アニュラス空気浄化設備」に記載する。
アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベについては，「ヘ．
(5)（ⅹ) アニュラス空気浄化設備」に記載する。

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-17

同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-11

記載が不足していたため，以下を追記。なお，アニュラス全量排気弁等操作
用可搬型窒素ガスボンベについては，電源設備と同様に設備名称の記載を行
わない。

アニュラス空気浄化ファン
（「リ．(4)(ⅱ) アニュラス空気浄化設備」と兼用）
アニュラス空気浄化フィルタユニット
（「リ．(4)(ⅱ) アニュラス空気浄化設備」と兼用）

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-17

同上

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0） 26条-15

中央制御室給気ユニットの兼用記載について，中央制御室給気ユニットは
「ヘ．(5)(ⅴ) 中央制御室」での本文記載事項ではなく，また，本記載場所
が「換気設備」であることから，いずれも記載不要であるため削除した。

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-22

同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-46

相違理由欄に東海第二との相違理由を追記した。

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-別添1-15

表2.1-2　構内監視カメラの概要
暗視機能欄と耐震性欄の間にあった空欄行を削除した。

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.16.0）

26条-別添1-40

Ｂ－アニュラス排気ダンパ及びＢ－アニュラス全量排気弁の窒素供給ライン
の弁・配管レイアウトは，減圧弁の出口で分岐し，当該ダンパ及び弁にそれ
ぞれ窒素共有する構成としていたが，アニュラス全量排気弁等操作用可搬型
窒素ガスボンベの出口で分岐し，それぞれの減圧弁（新設弁及び既設弁）を
経由して当該ダンパ及び弁に供給する構成に変更したため，図2.4-10に反映
した。

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.16.0）

26-別添1-43

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.14.0） 31条-15

他社実績の反映及び他条文（26条）との整合のため，以下の記載を修正した。
（下線部参照）
（旧）8. 放射線防護設備及び放射線管理設備
（新）8. 放射線管理施設

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.13.0） 31-18 同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.14.0） 31条-17

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）ｃ. 周辺モニタリング設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）
（新）ｃ. 周辺モニタリング設備

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.13.0） 31-20 同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.14.0） 31条-23

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）また，モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源は～
（新）モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源は～

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.13.0） 31-27 同上

第31条 監視設備
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.16.0）

33条-191,193

以下の脱字を追加した。（下線部参照）
（旧）号炉間融通
（新）号炉間電力融通

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.14.0）

33-273,275

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.16.0）

33条-193

技術的能力1.14と整合を図り，以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）予備ケーブル
（新）号炉間連絡予備ケーブル
（旧）①代替非常用発電機による給電
（新）①代替非常用発電機
（旧）記載なし
（新）⑥号炉間連絡予備ケーブル（号炉間電力融通）

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.14.0）

33-275

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.16.0）

33条-196

技術的能力1.14と整合を図り，図を最新化した。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.14.0）

33-276

同上

第33条 保安電源設備
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.15.0）

34条-8

条文内での記載整合のため，燃料補給に必要な設備に関する記載を本文に追
記した。（下線部参照）

（旧）
定期的又はプルーム通過前に燃料を補給する手順を整備するため，

（新）
ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型タンクロー
リー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）により定期的又
はプルーム通過前に燃料を補給する手順を整備するため，

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.15.0）

34-20

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.15.0）

34条-別添1-65

他の記載箇所との整合化のため，建屋名称を以下のとおり適正化した。

（旧）
・緊急時対策所の屋外のモニタリング設備で，原子炉格納容器を囲むように
設置していることから緊急時対策所に接近するプルームを検出する指標とし
て有効である。
（新）
・緊急時対策所の屋外のモニタリング設備で，原子炉格納施設を囲むように
設置していることから緊急時対策所に接近するプルームを検出する指標とし
て有効である。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.15.0）

34-別添1-86

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.15.0）

34条-別添1-126

他の記載箇所との整合化のため，建屋名称を以下のとおり適正化した。

（旧）
① モニタリングポスト，モニタリングステーション，３号炉原子炉格納容
器を囲むように設置する可搬型モニタリングポスト及び緊急時対策所付近に
設置する可搬型モニタリングポストのいずれかの指示値が30mGy/h以上と
なった場合。
（新）
① モニタリングポスト，モニタリングステーション，３号炉原子炉格納施
設を囲むように設置する可搬型モニタリングポスト及び緊急時対策所付近に
設置する可搬型モニタリングポストのいずれかの指示値が30mGy/h以上と
なった場合。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.15.0）

34-別添1-150

同上

第34条 緊急時対策所
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.15.0）

34条-別添1-200

給油対象である代替非常用発電機は常設重大事故等対処設備であること及び
大飯３／４号炉との記載整合のため，以下の適正化を実施（下線部削除）

(旧）可搬型大容量海水送水ポンプ車や代替非常用発電機等の可搬型重大事
故等対処設備への給油や監視，
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車や代替非常用発電機等の設備への給油
や監視，

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.15.0）

34-別添1-231

同上
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